
近鉄榛原駅周辺地区まちづくり基本計画

宇陀市

令和5年3月
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１ まちづくり基本計画策定の背景・目的

（１）計画策定の背景・目的
本地区は、本市中央西部に位置しており、伊勢本街道と初瀬街道の分岐に立地す

る宿場町として賑わってきました。近鉄大阪線の開通と近鉄榛原駅の開設により駅
を中心に住宅地開発など市街化が進展し、駅前は電車とバスやタクシー等との乗り
継ぎ拠点となっています。

地域の特性を活かしたまちづくりを図る地域拠点再整備について、奈良県と本市
との間で包括的な連携と協力に関する「奈良県と宇陀市のまちづくりに関する包括
協定」を平成27年12月に締結しました。これにより、まちづくり基本構想を策定し、
平成29年4月に基本協定を締結しました。

図1-1：地区の位置

（２）まちづくり基本計画策定の目的
まちづくり基本計画は、まちづくり基本構想のコンセプト「大和高原への玄関口、

宇陀はいばら。」に沿った「奈良県東部の玄関口として、にぎわいと交流を生みだす
まちづくり」を実現するための事業施策を定めたものです。

引き続き、検討が必要な事業施策等については、令和4年度に立ち上げた「公民連
携まちづくりプラットフォーム」等での検討結果を踏まえ、具体化してまいります。

図1-2：地区の区域
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１ まちづくり基本計画策定の背景・目的

（３）まちづくり基本計画の位置づけ
本地区のまちづくり基本計画の位置づけおよび上位関連計画を踏まえた本地区の位置づけは、下記に示す通りです。

図1-3：まちづくり基本計画の位置づけ

まちづくり基本計画の位置づけ

奈良県と本市とのまちづくりに関する包括協定

第２次宇陀市総合計画
＜基本構想＞平成30年度～令和11年度
＜中期基本計画＞令和4年度～令和8年度

第２期宇陀市まち・ひと・
しごと創生総合戦略
令和4年度～令和7年度

宇陀市都市計画マスタープラン
（平成29年3月）

関連する市計画
●立地適正化計画（令和元年7月）
●宇陀市地域公共交通計画（令和3年3月）
●第2次ウェルネスシティ宇陀市構想（令
和2年1月）

●第2期宇陀市子ども・子育て支援事業計
画（令和2年3月）

●宇陀市地域防災計画（令和4年2月）
●宇陀市教育大綱（令和3年3月）
●宇陀市子ども読書活動推進計画
（令和4年12月）
●宇陀市公共施設等総合管理計画
（令和4年3月）
●史跡宇陀松山城跡保存管理計画 等

宇陀市まちづくり基本構想

関連する県計画
●奈良県都市計画区域マスタープラン（令和4年5月）
●奈良県南部・東部振興基本計画（令和3年3月）

等

近鉄榛原駅

周辺地区

室生寺門前および
室生口大野駅
周辺地区

宇陀松山
周辺地区

うたの古市場
周辺地区

連携

統合

則す則す

連携
補完

整合

整合

整合

主な
上位・関連計画

近鉄榛原駅周辺地区の
位置づけ

宇陀市都市計画
マスタープラン

・都市拠点
・市の中心的拠点
・様々な都市機能が集積した魅
力ある拠点

近鉄榛原駅周辺地区の位置づけ

・奈良県東部の玄関口であるとともに、本市の玄関口
であり、都市機能が集積した魅力ある中心拠点
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《近鉄榛原駅周辺地区まちづくりのコンセプト》

２ まちづくり基本構想の概要

（１）まちづくり基本構想のコンセプト

大和高原への玄関口、
宇陀はいばら。

奈良県東部の玄関口として、
にぎわいと交流を生みだす
まちづくりをすすめます。

《コンセプトの趣旨》

地区住民をはじめとする市民、観光客や来訪者に対する利便性を高め、
宇陀市の拠点機能の強化、ひいては奈良県東部・大和高原の玄関口とし
ての役割を担うようなにぎわいと交流を生み出すまちづくりを進めます。

◆近鉄榛原駅の交通結節機能の向上を図るとともに、市街地のネットワー
クを改善し、交通利便性を向上させる。また、老朽化している公共施設
の統廃合・再配置を行い、公共サービスや生活利便性を向上させる。

◆駅前の賑わいや交流機能を強化し、地域の活力を向上することで、奈良
県東部・大和高原への玄関口としての利便性を高める。

市民
生活
利便性
向上

交通
利便性
向上

にぎわい
交流機能
強化

地区
住民

観光客
・

来訪者

近鉄榛原駅

周辺地区

（２）地区構造の概念図
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３ まちづくりの基本方針

（３）まちづくりの基本方針

基本方針 施策展開の方針

交通結節機能の向上と賑わいづく
りによる宇陀市の顔づくり

(1)駅前交流施設の整備やイベント開催等による近鉄榛原駅の結節機能の強化・まちの
賑わい創出

(2)飲食店・物販店・業務施設の立地誘導や空き店舗活用等による商店街の活性化

(3)地域資源の活用によるまちの魅力向上

低・未利用地の活用等による市民
の生活利便性の向上・企業誘致

(1)公有地等を活用した生活利便施設や公共施設の再編・再配置及び機能強化、企業誘
致

ウェルネスに寄与する健康増進拠
点づくり

(1)交流・活動・商業複合拠点の検討・整備

(2)既存運動施設のリニューアル、防災拠点の整備

長く暮らせる住まいづくりの支援
と地域コミュニティの活性化

(1)まち協事業の充実による地域コミュニティ活動の活性化

(2)ウェルネスシティ推進事業による健康づくり活動の推進

(3)移住・定住の促進

広域及び地域内の交通体系の確保

(1)鉄道による市街地分断の改善

(2)サイクリング環境の充実

(3)地域内移動の利便性確保

(4)安全な歩行環境の確保
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【まちづくり基本構想】 【まちづくり基本計画】

基本方針

交通結節機能の向上と観光情報の

発信等による宇陀市の顔づくり

低・未利用地の活用等による市民
の生活利便性の向上

既存施設の利用増進と保養・宿泊
施設の立地促進による健康増進・
防災拠点づくり

長く暮らせる住まいづくりの支援
と地域コミュニティの活性化

広域及び地域内の交通体系の確保

市民意見
の反映

※令和4年10月～令和5年1月に、市民参加によるワークショップを開催し意見を伺った。

※



重点事業以外の事業

４ まちづくり基本計画の体系

重点事業

重点事業
（賑わい交流拠点づくり・都市機能集積）

●駅前広場等環境整備事業
●サテライトオフィスの整備事業
●未利用県有地及び市有地活用事業

基本方針の基幹となり、他の事業に多大な
波及効果を及ぼす先導的かつ重要な事業

重点事業
（健康増進拠点づくり）

●交流・活動・商業複合拠点の検討・
整備事業

基本方針・施策展開の方針

(1)駅前交流施設の整備やイベント開催等による近鉄榛原駅
の結節機能の強化・まちの賑わい創出

(2)飲食店・物販店・業務施設の立地誘導や空き店舗活用等
による商店街の活性化

(3)地域資源の活用によるまちの魅力向上

(1交流・活動・商業複合拠点の検討・整備
(2)既存運動施設のリニューアル、防災拠点の整備

(1)公有地等を活用した生活利便施設や公共施設の再編・再
配置及び機能強化、企業誘致

(1)まち協事業の充実による地域コミュニティ活動の活性化
(2)ウェルネスシティ推進事業による健康づくり活動の推進
(3)移住・定住の促進

(1)鉄道による市街地分断の改善
(2)サイクリング活動の充実
(3)地域内移動の利便性確保
(4)安全な歩行環境の確保

交通結節機能の向上と賑わいづくりによる宇陀市の顔づくり

ウェルネスに寄与する健康増進拠点づくり

低・未利用地の活用等による市民の生活利便性の向上・企業誘致

長く暮らせる住まいづくりの支援と地域コミュニティの活性化

広域及び地域内の交通体系の確保

事業展開

事業展開

事業展開

事業展開

事業展開

重点事業と連携するその他の事業波及・連携

重点事業と
関連性が強
いハード・
ソフト事業

・空き店舗等を活用した地域経済活性化支援事業
・宇陀川の魅力活用事業
・伊勢街道環境整備事業

本市の顔づくりに関する事業

・地域コミュニティ活動事業
・宇陀市地域医療体制推進事業
・地域における健幸づくり推進事業
・人材育成事業
・空き家対策事業
・浸水対策事業

住まいの環境改善に関する事業

・南北市街地アクセス安全対策事業
・サイクリング環境充実事業
・地域公共交通推進事業
・近鉄榛原駅周辺地区歩行環境整備事業

交通環境整備に関する事業

6

・既存運動施設のリニューアル・機能向上事業

ウェルネスに関する事業

重点事業と
関連性が強
いハード・
ソフト事業



５ 近鉄榛原駅周辺地区 事業推進に向けた取り組み

ま
ち
づ
く
り
基
本
構
想
の
実
現

基本方針（１）

【本市の顔づくりに関する事業】

交通結節機能の向上と賑わいづくりによる
宇陀市の顔づくり

重点事業 1駅前広場等環境整備事業

基本方針（3） ウェルネスに寄与する健康増進拠点づくり

【ウェルネスに関する事業】

重点事業 7交流・活動・商業複合拠点の検討・整備事業

8 既存運動施設のリニューアル・機能向上事業

基本方針（2） 低・未利用地の活用等による市民の生活利便性の向上・企業誘致

【生活利便性向上に関する事業】 6未利用県有地及び市有地活用事業

連携

連携

連携

【継続的に取り組む事業】

3 空き店舗等を活用した地域経済活性化支援事業

4 宇陀川の魅力活用事業

5 伊勢街道環境整備事業

各種事業の実施支援制度・体制・計画等検討

基本方針（４） 長く暮らせる住まいづくりの支援と地域コミュニティの活性化

【住まいの環境改善に関する事業】 9地域コミュニティ活動事業／ 10宇陀市地域医療体制推進事業 ／11地域における健幸づくり推進事業／

12人材育成事業／ 13空き家対策事業 ／14浸水対策事業

事業実施の支援・条件整備

基本方針（５） 広域及び地域内の交通体系の確保

【基本方針（１）～（４）で整理したにぎわいや交流機能等を高める交通環境整備に関する事業】

15南北市街地アクセス安全対策事業／16サイクリング環境充実事業／17地域公共交通推進事業／18近鉄榛原駅周辺地区歩行環境整備事業

囲みの事業は、短期的事業（5年以内に完了見込み）を示す。

重点整備事業
完了後の展開

7

重点事業

重点事業 2サテライトオフィスの整備事業



(1)駅前交流施設
の整備やイベ
ント開催等に
よる近鉄榛原
駅の結節機能
の強化・まち
の賑わい創出

1

重点事業

駅前広場等環境整備

事業

市

●公民連携まちづくりプラットフォームの運営を
通じて、コンソーシアムを組成する。

●コンソーシアムによる市の玄関口ゾーンの賑わ
い創出に向けた検討・取組を進める。

○ ○

●駅前交流施設の整備
・駅前未利用地を利用した駅前交流施設を設置し、
観光及び地域情報の発信、地域特産品のＰＲ、
レンタサイクル貸し出しを行う。

・多様な交流活動を促進し、駅周辺の賑わいを創
出する。

○

民間

●駅前広場等を利用したイベントの開催
・駅前交流施設や駅前広場等を利用し、マルシェ
やコンサートを開催するほか、宇陀の魅力を発
信するための新たなイベントを検討・実施する。

○

(2)飲食店・物販
店・業務施設
の立地誘導や
空き店舗等に
よる商店街の
活性化

2

重点事業

サテライトオフィス

の整備事業

市

●サテライトオフィスの整備
・大和信用金庫旧榛原支店を活用したサテライト
オフィスの設置・企業誘致を実施し、商店街の
活性化を図る。

・事業者間の情報交換の場を創出し、新たな事業
展開を促進する。

○

3
空き店舗等を活用した
地域経済活性化支援事
業

市

●空き店舗等の利活用の促進
・空き店舗等情報の収集・提供を行い、流動化促
進を図ることで、飲食店・物販店・業務施設等
の誘致を進める。

・空き家を利用した実験店舗等のイベント開催に
より地域のニーズを図り、まちづくり機運を醸
成する。

○
・社会資本整備

総合交付金

(3)地域資源の活
用によるまち
の魅力向上

4
宇陀川の魅力活用事
業

市

●宇陀川公園の整備
・宇陀川の景観を活かした、地域住民の健康及び
憩いの空間スペースを創出し、宇陀川の魅力を
高め良好な環境を創出する。

○

●宇陀川の桜並木を活用した散策ルートの整備
・丹切橋から篠楽交差点にかけて広がる桜並木の
魅力を向上させるため、散策ルートの整備の検
討および整備を行う。

○

5 伊勢街道環境整備事業 市

●伊勢街道の環境整備
・かつての趣を残す町並みの景観に配慮した案内
看板の整備や舗装の美装化、無電柱化の検討を
行い、伊勢街道沿いの街路空間の価値を向上さ
せる。

○
・社会資本整備

総合交付金

６ まちづくり事業計画
短期的事業：5年以内に完了見込み
中期的事業：5年以内に着手する見込み
長期的事業：短期的・中期的事業に該当しない

取組中の関連事業・活動 基幹的事業 継続的事業 管理等付帯事業

新設
工事

１．交通結節機能の向上と賑わいづくりによる宇陀市の顔づくり

施策展開の方針
番
号

事業名称 事業主体 事業内容 ハード

事業

ソフト

事業
R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度以降 事業手法等

8

施設の利用促進

改修
工事

施設の管理・運営、事業者間の情報交換の場の創出、新たな事業展開促進

空き店舗等情報収集・提供、飲食店・物販店・業務施設等の誘致

企業誘致

実験店舗等のイベント開催

散策ルート整備の検討

整備

環境整備の検討

整備

公民連携まちづくりプラットフォームの運営

コンソーシアムによる検討・取組実施

公園整備 公園の管理・公園の利用促進

既存イベントの継続

新たな
イベントの

検討
新たなイベントの継続

コンソー
シアムの
組成

新たなイベントの実施



(1)健康増進に
寄与するエ
リ ア の 検
討・整備

7

重点事業

交流・活動・商業複

合拠点の検討・整備

事業

市
・
民間

●事業スキームの検討
市民ワークショップを経て作成された基本構想
をもとに、ハード・ソフト両面にかかる事業ス
キームを検討する。また、マルシェやプレイス
メイキング等の社会実験を行いニーズの把握と
機運の醸成を図る。

●事業計画・設計
「宇陀の魅力を体感し健幸を実現する交流拠
点」をコンセプトに、民間活力の導入によって、
核となる交流施設、商業施設、イベント広場、
里山空間等の設計・整備を行う。

○ 〇

・官民連携まちなか

再生推進事業

・社会資本整備総合

交付金事業

(2)既存運動施
設の更新・
機能向上

8

既存運動施設のリ

ニューアル・機能向

上事業

市

●既存運動施設の施設機能向上等の検討
総合体育館等の施設機能向上と、避難場所とし
ての施設の充実を図るため、方針の検討、基本
計画、測量・設計を進めスポーツ・レクリエー
ション活動の拠点・関係人口拡大の拠点・災害
時避難拠点としての施設の整備を行う。

○
・学校施設環境改善

交付金

３．ウェルネスに寄与する健康増進拠点づくり

６ まちづくり事業計画

基本計画

取組中の関連事業・活動 基幹的事業 継続的事業 管理等付帯事業

施策展開の方針
番
号

事業名称 事業主体 事業内容 ハード

事業

ソフト

事業
R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度以降 事業手法等

短期的事業：5年以内に完了見込み
中期的事業：5年以内に着手する見込み
長期的事業：短期的・中期的事業に該当しない

9

施設の整備方針の検討

(1)公有地等を
活用した生
活利便施設
や公共施設
の再編・再
配置及び機
能強化、企
業誘致

6

重点事業

未利用県有地及び市

有地活用事業

市

●地区内公有地の活用に関する検討・調整・整備
近鉄榛原駅周辺に点在する公有地を利用し、地
域活性化に資する整備を行うための検討・調整
を行い、計画策定、整備、活用を進める。

●旧奈良県東部農林振興事務所の取得
旧東部農林事務所を取得し、有効活用に関する
計画の位置づけに従い整備を行う。

○ ○
・社会資本整備総合

交付金

民間

●公有地を活用したイベントの開催
現状からニーズを把握するため、イベントを開
催し、有効利用のためのノウハウ蓄積を図る。

●民間活力の導入による整備・活用
ニーズに即したサービス提供を効果的に行うた
め民間活力の導入による整備・活用を行う。

○

取組中の関連事業・活動 基幹的事業 継続的事業 管理等付帯事業２．低・未利用地の活用等による市民の生活利便性の向上・企業誘致

旧東部農林振興事務所
の取得

地区内公有地の整備・活用

地区内公有地活用に
関する検討・調整

施策展開の方針
番
号

事業名称 事業主体 事業内容 ハード

事業

ソフト

事業
R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度以降 事業手法等

公有地を活用したイベントの開催

地区内公有地の整備・活用

社会実験

地区内公有地活用に
関する計画

測量・実施設計

事業スキームの検討 実施設計 施設の整備



(1)まち協事業の
充実による地
域 コ ミ ュ ニ
ティ活動の活
性化

9
地域コミュニティ活動
事業

市
●地域コミュニティ活動支援の実施
・既存制度の運用（補助金の交付）を進めるとと
もに、新たな制度の検討を行う。

○

(2)ウェルネスシ
ティ推進事業
による健康づ
くり活動の推
進

10
宇陀市地域医療体制推
進事業

市 ●宇陀市立病院と連携した医療提供を行う。 ○

11
地域における健幸づく
り推進事業

市

●地域における健幸づくりを推進するため、既存
の健康増進事業の実施および健康増進事業プロ
グラムの検討・実施を行う。

●健幸づくりの啓発のため、健康増進事業の広
報・ＰＲを行う。

○

(3)移住・定住の
促進

12 人材育成事業 市・民間
●移住・定住を促進するため、デジタル教育や起
業家教育など民間施設を活用して新たな学びの
機会を提供する。

〇

13 空き家対策事業 市
●移住・定住希望者の受け入れを促すため、既存
空き家対策事業の拡大を検討、実施する。

〇

14 浸水対策事業 県
●居住区域の安全安心を確保するため、町並川の
地下バイパス河川整備を行う。

〇

健康増進事業
プログラムの検討

新たな地域コミュニティ活動支援の検討・実施

新たな健康増進事業の実施

健康増進事業の広報・ＰＲ

既存の健康増進事業・介護予防事業の実施

デジタル教育や起業家教育の実施

診療車等による医療提供

６ まちづくり事業計画
短期的事業：5年以内に完了見込み
中期的事業：5年以内に着手する見込み
長期的事業：短期的・中期的事業に該当しない

４．長く暮らせる住まいづくりの支援と地域コミュニティの活性化

施策展開の方針
番
号

事業名称 事業主体 事業内容 ハード

事業

ソフト

事業
R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度以降 事業手法等

取組中の関連事業・活動 基幹的事業 継続的事業 管理等付帯事業

10

(1)鉄道による市
街地分断の改
善

15
南北市街地アクセス安
全対策事業

市
●人と車の安全性を確保するため、南北市街地
のアクセス安全対策調査を行い、必要に応じ
て道路整備を実施する。

○
・社会資本整備総合

交付金

(2)サイクリン
グ環境の充実

16
サイクリング環境充実
事業

県・市

●魅力的な観光体験の創出のため、レンタサイク
ルの利用促進（e-bike活用）を図る。また、サ
イクリングルートの検討およびサイクリング
マップの利用促進を図る。

○ ○

(3)地域内移動の
利便性確保

17 地域公共交通推進事業

市

●地域内移動の利便性を向上させるため、バス利
用ニーズの把握や、バス停追加やルート一部変
更の検討等、運行サービスの改善を検討する。

●グリーンスローモビリティや自動運転バス等の
社会実験を行う。

○

民間 ●社会実験等グリーンスローモビリティ等運行 ○

(3)安全な歩行環
境の確保

18
近鉄榛原駅周辺地区歩
行環境整備事業

県・市
●榛原駅周辺の歩行環境を向上させるため、バ
リアフリー基本構想の検討を行い、基本構想
に基づいて歩行環境の整備を進める。

○
・社会資本整備総合

交付金

県
●安全な歩行環境を確保するため、萩原交差点の
改良及び歩道整備を行う。

〇

５．広域及び地域内の交通体系の確保

施策展開の方針
番
号

事業名称 事業主体 事業内容 ハード

事業

ソフト

事業
R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度以降 事業手法等

取組中の関連事業・活動 基幹的事業 継続的事業 管理等付帯事業

歩行環境整備方針等の
検討

基本方針
等の検討

測量・設計 道路整備

運行サービスの改善検討

グリーンスローモビリティ等運行

レンタサイクルの利用促進

サイクリングルートの検討、サイクリングマップの活用

自動運転等社会実験

既存制度の運用・新たな制度の検討

検討結果に応じた整備

地下バイパス
河川の整備

交差点北側区間の歩道整備

バリアフリー基本
構想の検討

既存空き家対策事業の拡大の検討・実施

プログラ
ミング体
験の実施

事前調査



６ まちづくり事業計画

11

□基本計画図



６ まちづくり事業計画

□基本計画図（近鉄榛原駅南側詳細）
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７ 基本構想の目標に対する事業効果（KPI）

重点整備事業のテーマ 対応する基本方針 関連する主な事業 指標 現況
目標

（令和9年度）

賑わい交流拠点づくり

(1)交通結節機能の向上と
賑わいづくりによる宇
陀市の顔づくり

(4)長く暮らせる住まいづ
くりの支援と地域コ
ミュニティの活性化

(5)広域及び地域内の交通

体系の確保

1.駅前広場等環境整備事業

9.地域コミュニティ活動事業

12.人材育成事業

16.サイクリング環境充実事業

レンタサイクル貸し出し台数 394台/年 500台/年

情報発信アプリケーションの利用者数 20,000人 50,000人

観光物産品の販売店、飲食店の新規誘致 －
物販店1店

飲食店3店

多目的広場イベント開催件数、開催日数 －
年間20件

30日間の稼働

健康増進拠点づくり

(2)低・未利用地の活用等
による市民の生活利便
性の向上・企業誘致

(3)ウェルネスに寄与する
健康増進拠点づくり

(5)広域及び地域内の交通
体系の確保

6.未利用県有地及び市有地活用
事業

7.宇陀の魅力を体感し、健幸を
実現する交流拠点の検討・整
備事業

8.既存運動施設のリニューア
ル・機能向上事業

17.地域公共交通推進事業

18.近鉄榛原駅周辺地区歩行環境
整備事業

年間宿泊者数
16,884人/年

（美榛苑）
30,000人/年

総合体育館年間利用者数 48,380人/年 60,000人/年

大規模なスポーツイベント 延べ14日/年 延べ20日/年

基本構想の目標に対する事業効果（KPI）に採用する指標・目標を以下の通り設定します。
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